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仙台市では，人口減少時代の到来や少子高齢化社会に対応し，まとまりのある市街

地形成をより進める必要があることや，長期にわたる建築制限などの課題に対応する

ため，平成１８年度から，これまでの市街地拡大を前提とした都市計画道路網につい

て見直しを進めてきました。 
その後，平成２１年３月に策定した「仙台市都市計画道路網見直し方針」に基づき，

検討対象道路について評価を行い，平成２２年６月に都市計画道路網の見直しによる

「新たな幹線道路網（案）」を取りまとめ公表しました。 

この「新たな幹線道路網（案）」に関する市民説明会やパブリックコメントにおい

ていただいたご意見等も踏まえながら最終的な検討を行い，今回，都市計画道路に主

な国道・県道を加えた「新たな幹線道路網」を策定しました。なお，上述の評価結果

について変更した区間はありませんでした。 

今後は，この「新たな幹線道路網」をもとに，廃止区間を含む路線を対象に都市計

画の変更原案を作成し，地権者の皆さまを中心とした説明会及び公聴会を開催します。

そのうえで，都市計画の変更案を作成し，都市計画の変更手続きを進めていきます。 

また，「新たな幹線道路網」に位置づけた未整備の幹線道路については，今後，着

実に整備を進め，公共交通を中心としたまとまりのある市街地形成にふさわしい交通

体系を構築していきます。 

 

 

都市計画道路網の見直しによる「新たな幹線道路網」

及び今後の都市計画の変更手続きについて 
 

仙台市で検討を進めてきた都市計画道路網の見直しによる「新たな幹線道路網」

を策定しました。今後は，見直しにより廃止となる区間の都市計画の変更手続きを

順次進めていきます。 

 

＊ ＊ 目次 ＊ ＊ 

１．はじめに  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

２．都市計画道路網の見直しスケジュール  ・・・・・・・・・・・ ２ 

３．都市計画道路の評価方法  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

４．都市計画道路の評価結果  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

５．今後の整備について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

６．都市計画の変更手続きの予定  ・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

７．「新たな幹線道路網」策定に伴う建築制限の取扱い ・・・・・・ ９ 

平成２３年１月 

仙  台  市 

 １．はじめに 
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 ２．都市計画道路網の見直しスケジュール 

平成２０年１１月 

・「仙台市都市計画道路網見直し方針（案）」 公表 

・市民の皆さまからご意見を募集 

平成２１年３月 

・「仙台市都市計画道路網見直し方針」 策定 

平成２２年６月 

・都市計画道路網の見直しによる「新たな幹線道路網（案）」 公表 

平成２３年１月（今回の公表） 

・ 都市計画道路網の見直しによる「新たな幹線道路網」 

及び今後の都市計画の変更手続きについて 公表 

平成２３年度～平成２４年度（予定） 

・廃止区間に関する都市計画の変更手続き 

 

平成２２年６月～１２月 

・市民の皆さまからご意見を募集 

・説明会の開催 
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次のふたつのステップに加え，パブリックコメントや説明会での意見を参考に最終

検討を行い，継続区間又は廃止区間に分類しました。 

 

検討対象道路
（ ， 未着手の道路又は暫定整備の道路 65路線168 ）区間 

① ， ， の結果も踏まえ すべての区間について 設定した評価指標以外の地域の実情等を考慮
，しながら 計画の継続又は廃止を総合的に評価しました

② 総合評価

継続区間 廃止区間

① 評価指標による評価

〈 １〉 視点  まちづくりの誘導
　　 ， ， ，　自動車に過度に依存したまちから 公共交通が利用しやすく 都市の活力が持続し 安心して住むことが

， ，　　　でき より環境を大切にするまちの実現に資する都市計画道路を重視し 評価しました

パブリックコメントや説明会での意見を参考に最終検討

〈 ２〉 視点  交通処理機能の確保
　　 ，　円滑な交通の流れを確保し 本市の目指すまちづくりを支える道路網の形成につながる都市計画道路を　

，　　重視し 評価しました

〈 ３〉 視点  既存道路の利活用
，　　　これから整備をする都市計画道路と同程度の機能を有する既存道路について 当該都市計画道路を代替

　　　できないか検討しました

〈 ４〉 視点  事業の実現性
　　　 ， ， ，都市計画道路の整備の長期化に対応するため 安全な道路構造での整備が可能かどうか また 事業費

，　　　に対し効果の低い道路について 必要性を検討しました

４ １７ ， （ ） つの見直しの視点に即した  の評価指標から 区間毎の状況 必要性や課題等 を把握
，し 計画の継続又は廃止のおおまかな方向性をつかみました

 
 
 
3．都市計画道路の評価方法に基づき，評価した結果，検討対象道路168区間，143.5km

のうち，98 区間，75.0km が計画の継続区間，70 区間，68.5km が計画の廃止区間とな

りました。 

 
 

検討対象道路 168 区間 143.5km 

 継続区間  98 区間  75.0km 

 廃止区間  70 区間  68.5km 

 ３．都市計画道路の評価方法 

 ４．都市計画道路の評価結果 
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（１）評価結果図 
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＜都心周辺の拡大図＞

都市計画道路（整備済・事業中）

継続候補(98区間，75.0km)
廃止候補(70区間，68.5km)

※図中の数字は対象区間番号

宮城総合支所 

泉区役所 

青葉区役所 

太白区役所 

若林区役所 

宮城野区役所 

仙石線 

国道４５号 
仙台港 

国道４号バイパス 

仙台南部道路 

国道２８６号 

泉中央駅 

愛子駅 

長町駅 

中野栄駅 

仙山線 

東北本線 

地下鉄南北線 

地下鉄東西線 
（建設中） 

(仮)動物公園駅 
(仮)荒井駅 

東
北
縦
貫
自
動
車
道 

岩切駅 

仙台駅 

市役所 

南仙台駅 

    市街化区域 

    鉄道（地下鉄・ＪＲ） 

    市役所・区役所・総合支所 

（※）対象区間の名称及び評価理由等については，仙台市ホームページに掲載してある 
   「仙台市都市計画道路網の見直し」のページをご覧ください。 

継続区間（98区間，75.0km）
廃止区間（70区間，68.5km）
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都市計画道路（整備済・事業中）
都市計画道路（継続区間）

（２）新たな幹線道路網図 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮城総合支所 

泉区役所 

青葉区役所 

太白区役所 

若林区役所 

宮城野区役所 

仙石線 

国道４５号 仙台港 

国道４号バイパス 

仙台南部道路 

国道２８６号 

泉中央駅 

愛子駅 

長町駅 

中野栄駅 

仙山線 

東北本線 

地下鉄南北線 

地下鉄東西線 
（建設中） 

(仮)動物公園駅 
(仮)荒井駅 

東
北
縦
貫
自
動
車
道 

岩切駅 

仙台駅 

市役所 

南仙台駅 
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（３）継続区間一覧 

計画を継続する区間は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）廃止区間一覧 

都市計画の変更（廃止）手続きの対象となる区間は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の整備にあたっては，継続区間の中でも，本市の骨格幹線道路網を形成する区間

などを優先的に事業着手します。 

【整備優先度の高い区間】 

 

 

なお，上記区間は，今後概ね２０年以内の事業着手を予定していますが，将来の交通

環境の状況などに応じて，これら以外の路線・区間についても優先的に事業着手します。 

・元寺小路福室線(1） 

・鶴ヶ谷国見線(2～4） 

・郡山折立線(6～10） 

・国道幹線(11) 

・清水小路多賀城線(12) 

・南小泉茂庭線(13～15) 

・仙台駅川内線(16～18) 

・川内南小泉線(19～26) 

・八木山柳生線(28～29) 

・原町岡田線(33) 

・元寺小路郡山線(34) 

・元寺小路川内線(35) 

・北四番丁大衡線(36) 

・宮沢根白石線(37～46) 

・花京院通福田町線(47～49) 

・原町広岡線(51～53,57～58） 

・向山常盤丁線(64） 

・川内旗立線(71～72) 

・愛子幹線(73) 

・勾当台通北仙台線(74) 

・北仙台駅前通線(75) 

・東仙台泉線(77～78) 

・六丁目鶴ヶ谷線(82) 

・鶴ヶ谷仙台港線(83） 

・岩切根白石線(85） 

・山田茂庭線(89～90) 

・定禅寺通上田子線(102) 

・郡山大野田線(103) 

・川内線(104～105) 

・上杉山通東仙台線(111) 

・北四番丁岩切線(117) 

・宮城野原駅前線(121) 

・南材木町古城線(122) 

・折立線(125) 

・川内芋沢線(126～130) 

・北山根白石線（132～133,135）

・荒巻根白石線(136) 

・荒巻大和町線(137） 

・新田岩切線(138) 

・南宮北福室線(139) 

・南仙台駅四郎丸線(140～141) 

・中田袋原線(144～145) 

・中田東線(147) 

・中田北線(148～149) 

・中田南線(151） 

・七北田実沢線(154） 

・花京院通南光台線(156～157) 

・土樋藤塚線(158～159) 

・北四番丁芋沢線(161) 

・北六番丁線(164) 

 （路線名の括弧書きの数字は対象区間番号） 

・郡山折立線(6～10） 

・川内南小泉線(20～22） 

・宮沢根白石線(37～43) 

・原町広岡線(58) 

・向山常盤丁線(64） 

 （路線名の括弧書きの数字は対象区間番号） 

・鶴ヶ谷国見線(5) 

・川内南小泉線(27) 

・東仙台南小泉線(30～32） 

・原町広岡線(50,54～56） 

・向山富田線(59～63) 

・向山常盤丁線(65～67) 

・土樋細横丁線(68～70) 

・八軒小路北宮城野線(76) 

・六丁目鶴ヶ谷線(79～81) 

・南岡田線(84) 

・岩切根白石線(86～88) 

 

・山田茂庭線(91) 

・鈎取茂庭線(92～93) 

・定禅寺通上田子線(94～101）

・仙台駅旭ヶ丘線(106～110) 

・上杉山通東仙台線(112～116)

・東八番丁中江線(118～119) 

・宮城野原清水沼線(120) 

・南材木町古城線(123) 

・郡山線(124) 

・川内芋沢線(131) 

・北山根白石線(134) 

 

・南仙台駅四郎丸線(142) 

・中田吹上線(143) 

・中田袋原線(146) 

・中田北線(150) 

・中田南線(152) 

・中田西線(153) 

・芋沢線(155) 

・北四番丁芋沢線(160) 

・北六番丁線(162～163) 

・北二番丁線(165～167) 

・山田線(168) 

 （路線名の括弧書きの数字は対象区間番号） 

 ５．今後の整備について 

（本市以外の実施主体によって整備される区間（直轄国道）は含みません。） 
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平成２３年度から都市計画道路の計画を廃止する区間の変更手続きを進めていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６．都市計画の変更手続きの予定 

（※１）見直しにより廃止となる区間を含む路線を対象とした都市計画の変更原案を作成し，

土地・建物所有者の方などを対象に原案の説明会を開催します。 
（※２）原案を縦覧し，利害関係者の方などが公開の場で意見陳述を行う場として公聴会を開

催します。 
（※３）原案に対する公聴会等での意見を踏まえ，都市計画の変更案を作成します。 
（※４）都市計画の変更案を縦覧します。市民の皆さまや利害関係者の方は変更案について仙

台市に意見書を提出することができます。なお，仙台市は，提出された意見書の要旨

を都市計画審議会に提出します。 
（※５）都市計画の変更案について審議する機関である都市計画審議会に変更案を付議しま

す。なお，審議会は，学識経験者，地方議会の議員，関係行政機関の職員，市民委員

の方々等で構成しており，一般公開されます。 
（※６）告示をした日から，都市計画の変更の効力が生じます。 

都市計画の変更手続きの流れ 

 土地・建物の所有者調査 

 都市計画の変更原案の説明会の開催（※１）

 都市計画の変更案の作成（※３） 

 案の縦覧・意見書の受付（※４）

 都市計画審議会に付議（※５）

 都市計画の変更の告示（※６）

都市計画の変更手続き

 都市計画の変更原案の縦覧・公聴会の開催（※２） 
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都市計画道路区域に定められた土地については，土地取引等への影響が懸念されます

が，特に商業地域（指定容積率（敷地面積に対する延床面積の割合）：400～800%）にお

いては，その影響が大きいと考えられます。 

 これらの影響を早期に解消するために，商業地域を含む路線を優先して都市計画の変

更手続きに着手します。 

平成２３年度はＡグループの路線（商業地域を含む路線），平成２４年度はＢグルー

プの路線の都市計画の変更手続きに着手する予定です。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注１）路線名の括弧書きの数字は対象区間番号です。 
（注２）現時点（平成 23 年 1 月）の想定スケジュールであり，土地・建物の所有者調査の状況等により

変更になる場合があります（ＡグループとＢグループの路線変更含む）。具体のスケジュールに

ついては，確定次第，市政だよりや仙台市ホームページでお知らせします。 
（注３）岩切根白石線と芋沢線は，宮城県決定となることから，宮城県都市計画審議会に付議します。 
 

・東仙台南小泉線(30～32） 

・原町広岡線(50,54～56） 

・土樋細横丁線(68～70) 

・八軒小路北宮城野線(76) 

・定禅寺通上田子線(94～101） 

・仙台駅旭ヶ丘線(106～110) 

・東八番丁中江線(118～119) 

・宮城野原清水沼線(120) 

・北二番丁線(165～167) 

・鶴ヶ谷国見線(5) 

・川内南小泉線(27) 

・向山富田線(59～63) 

・向山常盤丁線(65～67) 

・六丁目鶴ヶ谷線(79～81) 

・南岡田線(84) 

・岩切根白石線(86～88) 

・山田茂庭線(91) 

・鈎取茂庭線(92～93) 

・上杉山通東仙台線(112～116)

・南材木町古城線(123) 

・郡山線(124) 

Ａグループ Ｂグループ 

・川内芋沢線(131) 

・北山根白石線(134) 

・南仙台駅四郎丸線(142)

・中田吹上線(143) 

・中田袋原線(146) 

・中田北線(150) 

・中田南線(152) 

・中田西線(153) 

・芋沢線(155) 

・北四番丁芋沢線(160) 

・北六番丁線(162～163) 

・山田線(168) 

 
平

成

23 

年 

度 

 

土地・建物の所有者調査 

（計画を廃止する区間の土地・建物所有者を調べます） 

 

平

成

24 

年 

度 

 

 
都市計画の変更手続き 

 

 

都市計画の変更手続き 

都市計画の変更手続きのスケジュール
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都市計画道路予定地内において建物を建築する際には，都市計画法第５３条の建築許

可が必要であり，その許可に当たっては，同法第５４条により階数や構造といった建築

上の制限（※7）があります。 
 今回，「新たな幹線道路網」策定に伴い，廃止となる区間については，実際の都市計

画の変更手続きが完了するまでの間，その許可が必要となりますが，その場合，同法第

５４条の建築制限を適用しないこととします。 
 また，継続となる区間については，今後も引き続きその許可が必要となりますが，整

備優先度の高い区間（6 頁参照）に該当しない区間は，同法第５４条の基準に関し，階数

について３階建ての建築を可能とする緩和を行います（構造上の基準は変わりません）。 
 なお，制限の緩和は平成２３年２月１日から適用します。また，現在，商業地域及び

近隣商業地域において行っている階数の緩和については，引き続き実施していきます。 
 

都市計画法第５３条の建築許可における階数基準 

（注４）赤枠内が新たな緩和の対象です。 
（注５）本市以外の実施主体によって整備される区間（直轄国道）は含みません。 

 
（※７）都市計画法第５４条第１項第３号抜粋 
    当該建築物が次に掲げる要件に該当し，かつ，容易に移転し，又は除却することができるもので

あると認められること 
    イ 階数が２以下で，かつ，地階を有しないこと 
    ロ 主要構造部が木造，鉄骨造，コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること 
（※８）都市計画道路と地区道路等の整備予定区間を示した道路整備５ヶ年計画 
（※９）継続区間と廃止区間が接続する交差点付近などについては，都市計画の変更原案を作成するまで，

建築制限を解除できない場合があります。また，沿道用途地域（幹線道路の沿道に相応しい土地

の有効利用や沿道環境の保護を目的として指定している用途地域）が指定されている箇所及び都

市計画道路を基準として用途地域の境界が指定されている箇所については，都市計画道路の廃止

に伴い用途地域が変更になる場合があります。 
 
都市計画法第５３条の建築許可における階数基準等に関する不明な点については，都

市整備局都市計画課までお問い合わせ下さい。 
 

継続区間 

整備優先度の高い区間 

 

総合道路整備計画

（※8）対象区間 

左記以外 

の区間 

整備優先度の高い

区間に該当しない

区間 

廃止区間 

・商業地域 

・近隣商業地域 

階数が２以下（地階

を有しないこと） 

階数が３以下（地階

を有しないこと） 

階数が３以下（地階 

を有しないこと） 

用

途

地

域 

・上記以外の 

用途地域 

・用途地域が指定 

されていない区域 

階数が２以下（地階

を有しないこと） 

階数が２以下（地階

を有しないこと） 

階数が３以下（地階 

を有しないこと） 

制限無し(※9）

(構造上の制限

もありません）

都市整備局都市計画課：電話 022-214-8294 

 ７．「新たな幹線道路網」策定に伴う建築制限の取扱い 
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都市計画道路網の見直しに関する不明な点については，都市整備局交通政策課まで 
お問い合わせ下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

仙台市都市整備局 総合交通政策部 交通政策課 

〒980-8671 仙台市青葉区国分町３－７－１ 

電   話 ０２２－２１４－８３０２ 

Ｆ Ａ Ｘ ０２２－２１１－００１７ 

Ｅメール tos009510@city.sendai.jp 

再生紙を使用しています。 

このパンフレットはリサイクルできます。 




